
                 2018 年度版「確定拠出年金関連法令条文集」（きんざい）対応 

 

この講座は、確定拠出年金制度の内容が法令等でどのように定められているのかを、条文を確認しながら説明す

る講座です。そのまま読み進めても理解しやすい構成になっていますが、「確定拠出年金関連法令条文集（以下

「条文集」）」（きんざい）で対応箇所を確認しながら学習すると、より理解が深まります。今回のテーマは「事

業主の行為準則」です。  

第 23 講 「事業主の行為準則」 
（確定拠出年金法第 43 条 2018 年度版条文集 P110 ほか） 

 「事業主の行為準則」とは、企業型年金を実施するにあたり、事業主が規範としてならうべきルールのことです。

事業主の行為準則に関する規定としては、確定拠出年金法第 43 条（事業主の行為準則）があり、この他に確定拠出年

金法施行規則第 23 条（事業主のその他の行為準則）、第 24 条（運用関連業務を行う事業主のその他の行為準則）、法

令解釈第９（行為準則に関する事項）などがあります。まず、確定拠出年金法第 43 条（事業主の行為準則）をみてみ

ましょう。 

 第 43 条では、事業主の行為準則の内容が、「忠実義務」（第１項）、個人情報保護義務（第２項）、「禁止行為」（第３

項、第４項）に分けて定められています。大前提となるのが忠実義務で、個人情報保護義務や禁止行為は、忠実義務

から導かれるものといえるでしょう。 

 第１項の「忠実義務」とは、忠実に業務を遂行する義務のことです。事業主は、法令、法令に基づいてする厚生労

働大臣の処分、企業型年金規約を遵守し、企業型年金加入者等（以下「加入者等」）のために忠実に業務を遂行する義

務を負います。「加入者等のために」という点がポイントであり、法令解釈第９．１（１）では、忠実義務の具体的な

内容として、以下の事項が記載されています。 

① 運営管理機関、資産管理機関を選任する際は、もっぱら加入者等の利益の観点から、業務の専門的能力の水準、

業務・サービス内容、手数料の額等を複数の機関について、適正な評価を行い選任すること。 

② 投資教育を運営管理機関などに委託するときは、法令解釈に定められている投資教育の内容や実施方法に沿って、

加入者等の利益のみを考慮して適切に投資教育を行うことができるか否かを十分考慮して委託先を決定すること。 

③ 自社株式又は関連企業の発行する株式を運用方法として提示できるのは、もっぱら加入者等の利益のみを考慮し

たうえで妥当と認められる場合に限られること。又、提示に際しては、加入者等に対して倒産リスクについて十分

に情報提供すること 

④ 加入者等から企業型年金の実施状況に関し、照会又は苦情があったときは、事業主自らが誠実かつ迅速に対応す

るか、運営管理機関に誠実かつ迅速に対応させること。 

⑤ 少なくとも年１回以上、運営管理機関及び資産管理機関から業務の実施状況等について定期的な報告を受け、加

入者等の立場から見て必要があると認められる場合には、業務内容の是正又は改正を申し入れること。 

  もっとも、これらさえ遵守すれば忠実義務に関して法令違反を問われないというものではありません。そのため、法

令解釈では、これらに事項について、「少なくとも
．．．．．

留意しなければならない事項」として記載しています。 

第２項の「個人情報義務」とは、個人情報の保管や使用に関する制約などに関する義務です。事業主は、加入者等

の氏名、住所、生年月日、個人別管理資産額その他の個人情報の保管・使用に当たっては、業務の遂行に必要な範囲

で保管・使用しなければなりません。ただし、この制約には例外があり、本人の同意がある場合、及び、正当な事由

～条文を確認しながら理解する～ 

 



がある場合には、業務に必要な範囲を超える保管・使用が認められます。法令解釈第９．１（２）では、「業務に必要

な範囲内」での個人情報の保管・使用の例として、以下の場合が挙げられています。 

① 退職により加入者資格を喪失した者に対して、個人別管理資産額を踏まえて手続きの説明を行うため、脱退一時

金の受給要件の判定に必要な範囲で、個人別管理資産額に関する個人情報を活用する場合。 

② 加入者資格喪失後、一定期間経過後に、個人別管理資産の移換の申出を行っていない者に対して、申出が速やか

に行われるように促すために、氏名や住所の情報を活用する場合 

③ 運用指図者に影響を及ぼす企業型年金規約の変更を行う場合、その内容を周知させるため、氏名や住所等の情報

を活用する場合。 

なお、確定拠出年金法Ｑ＆Ａ（厚生労働省）No.159 によれば、①の脱退一時金の受給要件の判定に必要な範囲とは、

脱退一時金の支給要件を満たす金額以下であるか否かを確認することに留まり、具体的な個人別管理資産額の確認で

はない点には注意が必要です。 

  また、個人情報保護義務については、「個人情報保護法」、「私的年金分野における個人情報の技術的安全管理措置」、

「企業年金等に関する特定個人情報の取扱い準則」も遵守しなければなりません（「私的年金分野における個人情報の

技術的安全管理措置」や「企業年金等に関する特定個人情報の取扱い準則」の内容は、条文集 P232～にも記載されて

います）。 

  「禁止事項」は企業型年金を実施する全ての事業主に適用される禁止事項（第３項）と運用関連業務を行う事業主

のみに適用される禁止事項（第４項）に分けられます。全ての事業主に適用される主な禁止事項としては、以下の事

項があげられます。 

 ① 自己又は加入等以外の第三者の利益を図る目的で、運営管理機関及び資産管理機関を選任すること（確定拠出年

金法第 43 条第３項第１号）。 

 ② 自己又は加入等以外の第三者の利益を図る目的で、運営管理機関に、特定の運用方法を加入者等に対して提示さ

せること（確定拠出年金法施行規則第 23 条第１号）。 

 ③ 運営管理機関に、加入者等に対して、特定の運用方法について運用指図を行うこと又は行わないことを勧めさせ

ること（確定拠出年金法施行規則第 23 条第２号）。 

 ④ 加入者等に、特定の運用方法について運用指図を行うこと又は行わないことを勧めること（確定拠出年金法施行

規則第 23 条第３号）。 

 ⑤ 加入者等に対して、自己又は加入者等以外の第三者に運用指図を委託することを勧めること（確定拠出年金法施

行規則第 23 条第４号）。 

 ⑥ 加入者等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じていないこと（確定拠出年金法施行規則第 23 第７

号）。 

   運用関連業務を行う事業主である場合には、これらに加え、運用方法の提示などに際し、運営管理機関に準じた禁

止行為が定められています（第 24 講参照）。例えば、以下のものがあげられます。 

  ① 自己又は加入者等以外の第三者の利益を図る目的で、特定の運用方法を選定すること（確定拠出年金法第 43 条第

４項第１号） 

  ② 加入者等に対して、提示した運用方法に関し不実のことを告げ、若しくは利益が生じること又は損失が生じるこ

とが確実であると誤解させるおそれのある情報を提供し、運用指図を行わせること（確定拠出年金法施行規則第 24 条

第１号） 

    なお、これらの事業主の行為準則は、確定拠出年金法第 73 条等により、個人型年金における国民年金基金連合会に

も準用されます。 

 次回は、「運営管理機関の行為準則」です。 

 ※記載内容は 2019 年４月 1日現在の法令に基づくものです。 


